
 

 

「マルシェ・ジャポン・プロジェクト」

応募のしおり 

平 成 ２ １ 年 ５ 月 ２ ６ 日 



マルシェ・ジャポン・プロジェクトに応募をご検討の皆様へ 

 

 

最近のマスメディア等で、農業をめぐる厳しい情勢や農政改革に関する話題

がクローズアップされる機会が増えております。その一方で、地域レベルでは、

農業と観光産業、ＩＴ企業、加工・小売業などが連携し、成功を収める事例も

出てきております。 

 

今後、農業をめぐる様々な課題に対応していくためには、実は、こうした農

業以外の分野や異業種からの新しいアイデアやコンセプトの提案、ノウハウ・

技術の導入と、これらを触媒とした具体的なプロジェクトの構想・具体化・実

行が鍵になるのではないかと実感しています。 

 

今回のプロジェクトのテーマは、「大都市において生産者と消費者を直接結

びつけること」です。コンセプトは単純明快です。これを一過性の「産直イベ

ント」と捉えれば実行は容易でしょうが、継続的な経済社会システムとして定

着させようとすると、 

・ 担い手不足、高齢化が進む中、出店する生産者をどのように募集・確保する

のか 

・ これまで消費者と直接向き合ったことがない生産者をどのように啓蒙・教育

するのか 

・ 生産地から販売地点までの効率的な物流体制をどう構築するのか 

・ 生産者に代わり「語って」販売できる要員をどのように育成・確保するのか 

・ 立地調整や運営方法、既存のチャネルとの関係、収益確保をどうするのか 

等々、相当ハードルの高い事業であることがご理解いただけると思います。 

  

しかしながら、もしこうしたハードルを乗り越えることができれば、消費者

にとっても、生産者にとっても、そしてプロジェクトを担うこととなった企業・

団体等の方々にとっても、大きなメリットを還元できるポテンシャルを秘めた

事業ではないかと考えております。 

 

この事業が、我が国の農業に改革やイノベーションをもたらす、いわば「呼

び水」となれば幸いです。 

皆様の積極的なチャレンジを期待しております。 

 

 

（プロジェクト担当者一同） 

 



Ⅰ マルシェ・ジャポン・プロジェクト 実施の考え方 

2009.05.26 

農林水産省 総合食料局 

 

 

 

１ プロジェクトの概要 
(ア) 農林水産省 

農林水産省は、公募により選定されたマルシェ運営者に対し、マルシェの設立及び運

営経費（初年度の運営経費の全額）を助成する。また、マルシェの設立・運営技術の

普及等の全国事業を実施する者を公募により選定し、当該経費について助成する。 
(イ) マルシェ運営者 

マルシェ運営者は、事業計画書（損益計画、商品計画、販売計画、物流計画、運営計

画等を含む）を作成し、これに基づき、出店者の募集・選定・研修・指導、マルシェ

の広告宣伝の実施、会場確保、仮設設備の運搬・管理、販売要員の育成・確保、クレ

ーム対応や食品衛生法・道路法等に沿った運営管理などを行い、年間を通じマルシェ

を開催する。 
(ウ) 全国事業者 

全国事業者は、農林水産省の指導・助言の下で、統一的なロゴや名称、テントのデザ

インなども含めた商号・商標・意匠の管理を行う。また、マルシェ運営の標準となる

基本ルールを管理するとともに、各マルシェの運営状況の調査等を行い、設立・運営

技術の蓄積及び普及・指導を行う。その他、売上管理システムの全国的な導入検討や、

全国的な PR・イベントの開催等を実施する。 
(エ) 出店者 

生産者等の出店者は、マルシェ運営者が決定する出店条件に沿って「出店計画書」等

を提出し、審査の後、マルシェ運営者と出店契約を締結し、出店料を支払って出店す

るものとする。 
 

 

 

２ プロジェクトのねらい 
・生産者と消費者を直接結び付けることによるマーケティング力の強化。 
 （生産者の所得向上） 
・都市に新たな文化と潤いの空間を創造し、地域コミュニティーを活性化。 

 



(ア) 消費者へ提供する価値 
① 新鮮さ 

スーパーの野菜・果物は収穫から、最短でも 2 日、通常は 3 日以上後に店頭に並ぶ。

マルシェは産直販売のため、収穫当日や翌日の商品を数多く扱う。 
② 安心 

生産者が分かる。生産者から直接購入できる。 
③ おいしさ 

試食・味の確認ができる。生産者のこだわり栽培など、おいしい作物が買える。 
④ 楽しさ 

手に入りにくい商品が買える（有機、伝統野菜等）、買い物そのものが楽しい（市

場の賑わい、量り売り、農業・生産者に接する）。 
⑤ その他 

価格に関しては、マルシェ全体としては、安値を訴求しない。無選果品、売り切り

品などで一部、安さ（お得感）を訴求するのみ。 
 

(イ) 生産者へ提供する価値 
① 都市の中心部で消費者へ直接販売ができる。 
② 消費者のニーズや反応をダイレクトに把握でき、価格や量、生産方法等を自分が決

められることから、マーケティング力が高まる。 
③ 固定客やファンの獲得による所得向上の機会が得られる。 
④ 出店者同士の情報交換や切磋琢磨を通じて、新たな商品・サービスのヒントが得ら

れる。 
⑤ マルシェ運営者から、販売計画、収支計画の作成指導、経営指導、売上拡大策のア

ドバイスや援助が受けられる。 
⑥ 自分で運搬したり販売することが難しい場合、マルシェ運営者がサポート体制を用

意。 
 
 
３ プロジェクトの目標 

(ア) 各マルシェ運営者及び全国事業者は、2011 年 3 月までに、参加する生産者のマルシェ

での手取り額（売上から販売費用を差し引いたもの）を、卸売市場に出荷する場合に

比べ 1.5～2 倍に向上させることを目指す。 
(イ) 各マルシェ運営者及び全国事業者は、2010 年 4 月からの自立運営・独立採算を想定す

るとともに、2012 年度までに、単年度損益の黒字化を達成することを目指す。 
 

 



４ マルシェ運営の基本ルール 
(ア) 開催場所 

オープン・スペースを利用する。オープン・スペースとは、公園、駐車場、路上、ビ

ルのエントランス、地下街、駅ナカ等の利用可能地で、土地、建物の所有者又は管理

者の許可を得た場所。 
(イ) 仮設設備 

仮設設備で販売すること。仮設設備とは、テント、ワゴン等、容易に設置又は撤去で

きる設備又は機材であって、規格や仕様・カラー・調達方法等について、全国事業者

が一定のルールを定めたもの。 
(ウ) 販売区画（小間） 

1 小間の間口は 1.5m 程度とし、例えば 3m のテントの場合は、そこで販売する出店者

数にかかわらず 2 小間とみなす。 
(エ) 開催日程 

年間最低 110 日（週 3 日×4 週×9 ヶ月）以上開催する。原則、毎週同じ曜日に同じ場

所で開催するものとし、同一場所での連日開催は、2 日を限度とする。ただし、例外的

に 1 週間程度連続して同一場所で開催できるものとする。 
(オ) 開催時間 

季節や場所により条件が異なるため、特にルールは定めないが、標準モデルとして土

日 10 時～17 時（7 時間）、平日 11 時～19 時（8 時間）に開催することを理想とする。 
(カ) 開催地域 

運営の中心は、政令指定都市又はそれと同等規模の都市とするが、一部の日程を中核

市等の他の都市で開催することができるものとする。 
(キ) 開催規模 

マルシェの開催規模は、1 日当たり年平均 30 小間以上とする。  
(ク) 販売品目 

・国産農林水産物、国産農林水産物を主原料とした加工食品及び国産農林水産物由来

の日用品（以下「国産農産物等」という。）を販売するものとする。 
・商品構成の標準モデルとして、野菜・果物（50％）、魚・肉・卵（20％）、加工食品

（15％）、日用品（5％）、花卉（5％）、惣菜（5％）とし、さらに野菜・果物を 100 と

した場合の内訳を、朝採れ（15％）、有機野菜（10％）、伝統野菜（5％）、無選果品（10％）

とするなど、特徴ある商品の品揃えをすることとする。 
・ただし、専門マルシェ（鮮魚マルシェ、オーガニックマルシェ）など、特定の品目

に重点を置いたマルシェの開催も可とする。 
(ケ) 販売方法 

① 販売方式 
販売方式は、（1）農林漁業者が自ら生産した国産農林水産物等を自ら（販売員を雇



用して販売する場合を含む）又は委託により販売する方法、（2）小売業者等が国産

農林水産物等を農林漁業者から直接仕入れ、当該農林漁業者の氏名等を明示して販

売する方法の 2 方式とする。 
② 対面販売 

店（小間）ごとに、対面販売を行う（生産者本人が店頭に立つ店を、マルシェ全体

の 30％程度にすることを標準モデルとする）。また、複数の小間を連続させ、各地

の産地直売所で見られるセルフサービス＆集中レジ方式を一部に導入することも

可とする。 
③ 価格設定 

商品の価値に応じた適切な価格を農林漁業者が自ら設定する。なお、マルシェ運営

者が価格設定の助言を行う。 
④ 量り売り、切り売り 

量り売り、切り売り販売を試行的に実施する。生産者が、大きさが不ぞろいな商品

も一緒に出荷することができる。 
⑤ 試食による販売 

おいしさを訴求するため、試食販売を行う。食品衛生法に基づいた提供を行う。 
(コ) 物流について 

大手物流事業者と一括契約し安価で利用する方法や、複数の生産者が協力してトラッ

クを手配する方法等について検討し、生産者に対して、効率的な物流に関する選択肢

を複数用意する。 
(サ) 販売要員の育成・確保 

自ら対面で販売することが困難な生産者に対応するため、販売要員を確保し、当該生

産者の農林水産物について「語って」販売できるよう、研修や教育を行う。 
(シ) 広告宣伝 

① 広告宣伝の種類 
「新規顧客獲得施策」と「継続的来店施策」と「即時集客施策」の 3 つをメニュー

として揃えておく。 
② 新規顧客獲得施策 

統一的なPRは全国事業者が行うが、各マルシェにおいても、チラシのポストイン、

ポスター貼付などを行う。 
③ 継続的来店施策 

再来店を促す、固定客作りの施策。消費者への次回開催内容のビラ配布、会場での

メール会員の募集、出店者による消費者への声かけの徹底など。 
④ 即時集客施策 

当日、天候や周辺事情（渋滞や事故など）により客数が伸びない場合、急きょ集客

を増やすための施策。常設店舗のように、残ったものを次の日に売ることが原則で



きないため売り切る手段が必要。例えば、携帯メール会員への一斉送信や、雨の日

割引、予備開催場所への移動など。 
 
 
 
５ その他 

(ア) 売上管理システムの導入検討等 
・マルシェでチャージ及び支払いができる電子マネー等（IC カードや磁気式カード）

の導入による、現金を全く扱わない完全キャッシュレス化の実現により販売オペレー

ションの簡素化を図るとともに、出店者別の売上をマルシェ運営者や全国事業者が把

握できる全マルシェ共通の総合的な仕組みについて、全国事業者が主体となって導入

検討を行う。 
・全国事業者は、システム利用料（売上連動型）等として収益源にできるほか、売上

データをマルシェ運営者への指導等の基礎資料として活用することができる。 
・マルシェ運営者は、売上データを出店者への教育・指導の基礎資料として活用でき

るほか、出店料を固定額から売上連動型へ変更することが可能となる。 
(イ) 出店者へのセーフティーネットに関する検討 

初出店から一定期間を出店者への教育期間とみなし、売れ残りがあった場合、一定の

価格で事務局が買取り、フードバンクへ無償提供するなど出店者のリスクをカバーす

る仕組み等について検討する。 
(ウ) オプションの用意 

・スタート時に、出店者の次候補や開催場所の代替候補地を、複数用意しておく。 
・客数が目標値を下回る場合、客単価が目標値を下回る場合の対応手段を複数用意し

ておく。開催場所からの撤退基準、マルシェ運営者、出店者の解約条件についても用

意しておく。 
(エ) プロジェクトへの参加期間について 

マルシェ運営者及び全国事業者が、助成終了後 3 年以内に事業を中止した場合、交付

された補助金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するよう求められることがあ

る。 
 

 

以上 



（参考） 
 
１ 年間１１０日開催のイメージ 
【３会場で運営する場合】 

月 火 水 木 金 土 日 
１ ２ ３ ４ Ａ広場 

 

５ ６ Ｂ広場 

 

７ Ｃ広場 

 
８ ９ 10 11 Ａ広場 

 

12 13 Ｂ広場 

 

14 Ｃ広場 

 
15 16 17 18 Ａ広場 

 

19 20 Ｂ広場 

 

21 Ｃ広場 

 
22 23 24 25 Ａ広場 

 

26 27 Ｂ広場 

 

28 Ｃ広場 

 
29 30 31 

 
    

（注）この表は仮設型直売システムの開催のイメージを表しているものであり、開催場所

や開催日について示唆するものではありません。 
 
 
 
 
 
２ テント等のリース単価について 
 
 テント等については、リース業者に一括調達させ、各マルシェ運営者はリー

ス業者と契約することを考えています。 
 ただし、課題提案書の作成段階では統一単価を示すことができませんので、

提案者毎にリース業者から見積りを取るなどして、積算をお願いします。 
 
 
 
  

（参考：リース料の目安） 

 売価 10 万円程度のテントを２年リースで契約した場合、 
・年間のリース料 54,000 円程度 

３日×４０週＝１２０日 

（３会場用意すれば、真夏や真冬など１２週間程度マルシェを休止しても、１１０日以上の運営が可能） 



Ⅱ 補助対象経費（案）について 

 

１ マルシェの設立及び運営（マルシェ運営者） 

事業内容 事業内容の説明 主な補助対象経費 

・開催予定地におけるマーケティング調査を

行い、会場、日程、販売品目等についてとり

まとめた運営計画を策定する。 

・出店のための手続き及び条件を決定し、公

表する。 

運営会議開催費 

（委員手当、旅費等） 

マーケティング調査員手当 

資料作成費（作成員手当、

印刷費等。以下同じ） 

①運営計画の策定 

・開催に必要な会場、設備・機材、作業要員

の確保等を行うものとする。 

資料作成費 

②出店者の募集 ・出店者の募集を行い、出店契約を締結する

ものとする。 

出店者募集費 

（旅費、説明会開催費等） 

契約書作成費 

資料作成費 

・①で策定した運営計画に従い、マルシェを

開催するため、販売用設備・機材の運搬・管

理及び会場の管理等を行う。なお、必要に応

じ別途作業員を手配して、販売用設備・機材

の設置又は撤去を行う（運営コスト削減の観

点から出店者及び販売員が設置又は撤去を

行う方法を検討する必要がある）。 

会場借料（商品の一時保管

場所を含む） 

設備・機材借料 

設営・撤去要員手当 

設備・機材運搬料 

設備・機材保管料 

会場管理者手当 

③マルシェの運営 

・各回の出店者の取りまとめ等、出店者の管

理を行う。 

通信料 

出店者管理者手当 

④販売の促進 ・マルシェでの販売を促進するため、出店者

及び販売者の研修を行う。 

・必要に応じ、開催の告知及び集客のための

催しを行う。 

出店者及び販売者研修費 

広告費 

イベント開催費 

 

⑤事業の管理 ・専ら本事業に携わる担当者を置き、事業全

体の管理及び出店者等からの問い合わせに

対応する。 

事務局員手当 

事務局費 

 

 



２ 設立・運営技術の調査及びマルシェの普及（全国事業者） 

事業内容 事業内容の説明 主な補助対象経費 

①設立・運営協議

会の運営 

・各地域のマルシェの運営について検討、助

言を行うため、販売、流通及びマーケティン

グ等の有識者からなる設立・運営協議会を組

織し、運営する（運営協議会では、マルシェ

運営の基本的ルールの管理を行うほか、各地

域のマルシェの運営に対する助言を行う）。 

協議会開催費 

（謝金、委員旅費等） 

資料作成費 

②設立・運営技術

の調査 

 

・各地域のマルシェの運営状況等の調査を実

施するとともに、①の設立・運営協議会によ

る検討を行うなどマルシェの設立・運営技術

の蓄積を行い、その結果を公表する。 

調査員手当 

旅費 

資料作成費 

③マルシェの普及 ・マルシェを普及させるため、ウェブサイト

の運営及び全国統一的な広報を行うととも

に、必要に応じ、マルシェの普及を目的とし

てマルシェの試験的運営を行う。 

ウェブサイト運営費 

広報費 

マルシェ試験運営費 

（１の③の経費） 

・マルシェの運営に対する助言を行うととも

に、マーケティング、各地域のマルシェ運営

者の研修を行う。 

調査員手当 

旅費 

研修費 

資料作成費 

・テント等設備・機材の調達に関するリース

業者及び物流業者等との交渉 

設備・機材等調達支援費 

（交渉費、担当者手当） 

 

④マルシェの運営

支援 

 

・消費者や生産者等からの問い合わせに対応

するサポートセンターを運営する。 

サポートセンター運営費 

⑤事業の管理 ・専ら本事業に携わる担当者を置き、事業全

体の管理を行うものとする。 

事務局員手当 

事務局費 

 

３ 助成対象外経費 

（１） 生産者等の出店に係る経費（出店料、旅費、輸送運賃、包装資材等） 

（２） 出店者及び販売員の研修に係る経費のうち旅費及び宿泊料 

（３） 補助金の交付決定の以前に実施された取組 

 

４ 収益納付 

（１） 事業実施主体は、本事業の実施により生じた利益を、翌年度において本事業を継続するた

めに使用することができます。 

（２） 農林水産省は、本事業の実施により、事業実施主体に相当の収益（翌年度の事業継続に使

用する場合を除きます）が生じたと認められる場合は、交付した補助金の全部又は一部に

相当する金額を国に納付するよう命じる場合があります。 



Ⅲ 課題提案書の審査について 

 

１． 課題提案書の提出 

課題提案書は、平成 21年度農林水産省総合食料局関係事業に係る公募要領に定

める様式に、事業計画書（損益計画、商品計画（店舗・商品構成等）、販売計画（売

り方、販促等）、物流計画、運営計画（会場準備・管理等）が分かる資料）を添付

し、平成２１年６月９日（火）１７時までに提出願います。 

２． １次審査 

マルシェの運営者に多数の応募があった場合、書類審査により 20提案程度に絞

ります。 

３． ２次審査 

１次審査を通過した提案について、課題提案会を開催します。 

   （課題提案会予定） 

  ６月１５日（月）  全国事業者 

      ６月１６日（火） マルシェ運営者 

４． 課題提案書の審査 

（１） 審査項目等は別紙１のとおりです。 

（２） 採点基準は以下のとおりです。 

採点基準 

   優（十分満足できる）          １０点 

   良（満足できる）         ５点 

   可（満足できるレベルよりやや劣る)     ３点 

   不可（満足できない）            ０点 

（３） 選定にあたっては、特定地域にマルシェ運営者が集中することを防止するため、

別紙２のとおり全国を４つのブロックに分けて、マルシェ運営者を選定します。 

（４） 総得点が同点の場合は、次の基準で補助金交付候補者を決定します。 

ア. 「優」の数が多い者を候補者とします。 

イ. 「優」の数も同数の場合は、「良」の数が多い者を候補者とします。 

ウ. 「良」の数も同数の場合は、「可」の数が多い者を候補者とします。 

エ. 「良」の数も同数の場合は、マルシェ運営の中心となる都市の人口が多い

都市で運営を計画している者を候補者とする。 

５． 実施者選定審査委員会 

審査の結果は、第三者委員会（実施者選定審査委員会）に諮り、補助金交付候

補者を決定します。 

 



別紙１

１　マルシェの設立及び運営（マルシェ運営者）

審査項目 評価のポイント
課題提案書

作成のポイント

（１）　事業内容及び実施方法

事業内容が、本事業の趣旨及び目的に合致
しているか。

事業内容（様式１－３）に、事業のコン
セプトを記載願います。

開催規模及び日数
開催日及び開催規模を記した開催計
画を作成願います。

会場の確保が見込まれるか。
具体的会場名を記載したうえで、会場
ごとに「調査中」、「交渉中」、「確保済」
の別を記載願います。

開催規模に見合った出店者が見込めるか。
出店者募集計画を記載願います（特
定地域やグループとの結びつきがあ
る場合はその旨記載願います）。

十分な来場者が見込まれるか。
会場の立地、広報等の実施計画につ
いて記載願います。

②実施方法の効率性
運営規模に対して、設立・運営経費が過大
でないか。

経費内訳書（様式１－４）を作成願い
ます。

③経費配分の適正性 経費配分に無駄がないか。
経費内訳書（様式１－４）を作成願い
ます。

（２）　事業の効果

農林漁業者の手取り額の向上が期待できる
か。

農林漁業者の手取り額をどのように向
上させるか数値目標とその根拠を記
載願います。

都市の消費者にとって魅力的な内容である
か。

売上げや来客数等の数値目標とその
根拠及び消費者へアピールするため
の方策について具体的に提案願いま
す。

②　波及効果
提案内容が独創的であり、他の運営者等へ
の波及効果が期待できるか。

（課題提案書全体で評価します）

（３）　事業実施主体の適格性

①　実施体制の適格性
計画を着実に実行するために必要な人員の
確保、体制が構築されているか。

実施体制（様式１－３）を作成願いま
す。

②　知見、専門性及び類似・関連事
業の実績等

事業を運営するために必要な人材が確保さ
れているか。又は、十分な実績があるか。

実施体制（様式１－３）を作成願いま
す。

（４）　課題への対応

①物流経費の抑制 輸送コストの抑制が期待できるか。
具体的方策及び試算表を作成願いま
す。

②出店者のモチベーションや商品の
品質、品揃えの確保

出店者の参加のモチベーションをどのように
確保するのか。また、魅力ある品揃え及び
品質の確保が期待できるか。

具体的方策をご提案願います。

③自立運営、独立採算、黒字化の達
成

2010年4月からの独立採算を想定するととも
に2012年度までに単年度損益を黒字化する
計画になっているか。また、その実現性はど
うか。

2012年度までの損益計算書とキャッ
シュフローの計画がわかる書類を作成
願います。

審査項目及び評価のポイント

（注）様式番号は、公募要領に規定する様式の番号です。

①事業の目的趣旨との整合性及び
事業内容の妥当性

①　期待される効果



２　設立・運営技術の調査及びマルシェの普及（全国事業）

審査項目 評価のポイント
課題提案書

作成のポイント

（１）　事業内容及び実施方法

事業内容が、本事業の趣旨及び目的に合
致しているか。

事業内容（様式１－３）に、事業のコンセプ
トを記載願います。

設立・運営技術の調査について、現在ど
のようなノウハウ持っており、また、今後ど
のように蓄積し、それを広めていくのか。

具体的な事業計画を作成願います。

マルシェの普及について、妥当な方法であ
るか。

具体的な事業計画を作成願います。

マルシェの運営支援について、妥当な方
法であるか。

具体的な事業計画を作成願います。

②実施方法の効率性 事業内容に見合った経費となっているか。 経費内訳書（様式１－４）

③経費配分の適生性 経費配分に無駄がないか。 経費内訳書（様式１－４）

（２）　事業の効果

農林漁業者の手取り額の向上が期待でき
るか。

具体的方策をご提案願います。

都市の消費者にとって魅力的な内容であ
るか。

売上げや来客数等の数値目標やアプロー
チの仕方について具体的に記載願いま
す。

マルシェ運営の安定化に向けて、効果的
な支援が行われているか。

運営者へ支援内容について記載願いま
す。

②　波及効果
提案内容が独創的であり、他の運営者等
への波及効果が期待できるか。

（事業計画書全体で判断します）

（３）　事業実施主体の適格性

①　実施体制の適格性
計画を着実に実行するために必要な人員
の確保、体制が構築されているか。

実施体制（様式１－３）を作成願います。

②　知見、専門性及び類似・関連
事業の実績等

事業を運営するために必要な人材が確保
されているか。又は、十分な実績がある
か。

実施体制（様式１－３）を作成願います。

（４）　課題への対応

①物流経費の抑制 輸送コストの抑制が期待できるか。 具体的方策及び試算表を作成願います。

②出店者やマルシェ運営者のモ
チベーション及び商品の品質、品
揃えの確保

出店者やマルシェ運営者のモチベーション
をどのように確保するのか。魅力ある品揃
え及び品質の確保が期待できるか。

具体的方策をご提案願います。

③自立運営、独立採算、黒字化
の達成

助成終了後の全国事業のあり方について
適切なビジョンを持っているか（全ての事
業を地域マルシェに引き継ぐことも含む）。

助成終了後の事業のあり方について、具
体的に記載願います。また、2012年度まで
の損益計算書とキャッシュフローの計画が
わかる書類を作成願います。

④売上管理システムの導入

売上管理システム（マルシェ・ジャポン・プ
ロジェクト実施の考え方５の（ア）関係）に
ついて具体的かつ実現可能な提案がされ
ているか。

売上管理システムについて、その内容及
び導入計画について作成願います。

（注）様式番号は、公募要領に規定する様式の番号です。

①事業の目的趣旨との整合性及
び事業内容の妥当性

①　期待される効果



課題提案書を作成するにあたって検討頂きたい課題 

 

 

 １ 産地に近い直売所と異なり、都市の中心部で開催する場合、物流経費をいかに抑

えるかが課題となりますが、これについての具体的対策について、試算表を添えて

提示願います。 

 

 ２ マルシェの運営にあたっては、出店する農林漁業者をどのように掘り起こしてい

くのか、出店した後にこれら農林漁業者の参加のモチベーションや商品の品質、品

揃えをどう確保していくのかが大きな課題となると思われますが、これについてど

の様に対応して行く方針かお示し願います。 

 また、全国事業者は、各マルシェの運営者に対してどのようなアプローチを考え

ているかお示し願います。 

 

 ３ 「マルシェ・ジャポン・プロジェクト 実施の考え方」の「３ 事業の目標」を

具体的にどの達成していく方針かお示し願います。 

   特に、全国事業者は、助成終了後本事業をどのようにするか（例：営利事業化、

地域マルシェへの業務継承など）事業の将来像を提示願います。 

 

 

 

そ の 他 

 

１ 「公募要領別紙様式１－２の団体概要」には、応募企業・団体の役員構成のほか、

会社の場合は、株主構成を記入又は添付願います。 

 

２ 「公募要領別紙様式１－２の事業担当者の業績等」には、応募企業・団体の直近

３ヶ年の決算内容を記入又は添付願います。 

 



北海道・東北・
北陸ブロック

１～３マルシェ

関東ブロック

２～４マルシェ

東海・中部・
近畿ブロック

２～４マルシェ

中国・四国・
九州ブロック

１～３マルシェ

マルシェ運営者の選定について

マルシェの運営者の選定にあたっては、特定地域にマルシェ運営者
が集中することを防止するため、全国を４つのブロックに分け、マル
シェ運営者を選定します。

（ブロック別のマルシェ数は想定であり、提案内容や審査の過程で変更されます）。

別紙２


